
緊急事態宣言に伴う臨時対応期間の「教室での居場所確保」補足説明 

 

26 日（月）について、お電話による申し込み、受付中ですのでよろしくお願いします。 

お電話対応をさせてもらった中で、わかりにくくて伝わっていないと感じた部分について補足説明をさせ

ていただきます。 

 

「教室での居場所確保」の時間帯ですが、１ 8:30～11:20（登校完了時刻） ２ 13:25（下校完了時

刻）～いきいきへの接続時間 ３ そのどちらも とさせていただきましたが、この「いきいきへの接続時

間」を具体的に整理いたします。結論、通常の予定時刻ということですが、1 日ずつ具体的にします。 

 

26 日（月）～28 日（水） 

●1 年＝13:30（もともとの下校予定時刻） 

●2 年～6 年＝14:30（５限終了時刻 もともと児童宅確認で５限設定） 

 

30 日（金）  

●1 年＝13:30（もともとの下校予定時刻） 

●2 年＝14:30（もともとの時間割が５限のため） 

●3 年～6 年＝15:25（もともとの時間割が６限のため） 

 

5 月 

6 日（木）7 日（金） 

●1 年＝14:30（5 月から通常時間割となり、木曜・金曜は５限のため） 

●2 年＝14:30（もともとの時間割が５限のため） 

●３年～6 年＝15:25（もともとの時間割が６限のため） 

 

10 日（月）以降 時間割通り ※4 年生の月曜がややこしくてすいません 

●1 年＝月～金すべて 14:30（５限） 

●2 年＝月・水・木・金 14:30（５限） 火 15:25（６限） 

●3 年＝月・水 14:30（５限） 火・木・金＝15:25（６限） 

●4 年＝月---10 日は 14:30（もともと委員会活動のため５限） 

17 日は 15:30（もともとクラブ活動のため６限） 

    火・木・金 15:25（６限） 水 14:30（５限） 

●5 年・6 年＝月・火・木・金 15:25（６限） 水 14:30（５限） 

 

☆つまり、もともと予定していた時間設定ということになります。 

☆なお、市教委から示されている家庭学習の時間としては学年の区別なく５・６限家庭学習となっています

ので、1 年生のお昼までの日、全学年の５限までの日も、お昼からの課題として多めの課題を渡している場

合もあります。そこは状況をみて、各学年で柔軟に調整させてもらいます。 


